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平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ２ ９ 日 

 

医療事故に係る調査の仕組み 

等のあり方に関する検討部会 

 

 

医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会では、 

平成 24年 2月 15日より、医療関係者や医療事故被害者等からのヒア

リングも重ねつつ 13回にわたり議論を行った結果、別紙のとおり、

｢医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方｣について、

概ね意見が一致したところである。 

 

 厚生労働省においては、このとりまとめを踏まえ、必要な法案の提

出など、早期に制度化を図るよう求める。 
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